
蔵王町農地利用適正化推進委員公募延長実施要項 

 

 

 令和８年７月１９日を以って任期満了となる農地利用適正化推進委員を公募します。 

 

【募集内容】 

１ 定 員〔１３名〕 

地 区 名 地区の詳細（行政区） 募集定員 

円田地区 
円田入区、円田表区、円田中区、 

塩沢区、北境区、東根区 
３人 

平沢地区 平沢区、新町区、山の入区、小村崎区 ２人 

永野地区 曲竹北区、曲竹南区、矢附区、永野区、永野西区 ３人 

宮地区 宮区、沢内区、宮司区、向山区 ３人 

遠刈田地区 遠刈田区、北山区、小妻坂区、七日原区 ２人 

２ 任 期〔委嘱の日に任命される農業委員の任期満了の日まで〕 

３ 身 分〔蔵王町の特別職の非常勤職員〕 

４ 職務内容〔次の①から④〕 

① 担い手への農地利用の集積・集約化の推進に係る現地活動 

② 遊休農地の発生防止・解消に係る現地活動 

③ 農業への新規参入者の促進に係る現地活動 

④ 上記職務における農業委員との連係 

５ 報 酬 基本年額 ＋ 実績年額〔下表による〕 

職 名 支給区分 基本年額 実績年額 

推進委員 年 額 227,000 円 別に規則で定める額 

６ その他 農業委員と農地利用最適化推進委員の両方に応募・推薦可能ですが、兼任は 

できません。 

 

【応募する者・推薦される者の資格】 

  原則として蔵王町に住所を有する者で、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有 

し、農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進 

委員委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当しない者 

① 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 

② 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな

るまでの者 

③ 蔵王町の職員である者 

④ 蔵王町が設置する他の附属機関等の委員 

 

 



【公募の手続】 

  推薦及び応募の方法 

① 行政区からの推薦（推薦人は行政区長） 

② 農業者個人３名以上からの推薦（連名で推薦） 

③ 農業者が組織する団体等からの推薦（推薦者は団体代表者） 

④ 一般募集（自ら応募） 

 提出書類は下表のとおり（様式は農業委員会事務局で配布します。） 

区   分 提出様式 添付書類 

行政区からの推薦 推薦届出書 
(様式第１号) 
被推薦承諾書 ① 推薦を受ける者の住民票（発行後３ヶ月

以内のもの） 

 

② 候補者の履歴書（市販の様式） 

農業者個人３名以上から

の推薦 

推薦届出書 
(様式第１号) 
被推薦承諾書 

農業者が組織する団体等

からの推薦 

推薦届出書 
(様式第２号) 
被推薦承諾書 

一般募集 応募届出書 
(様式第３号) 

① 応募する者の住民票（発行後３ヶ月以内
のもの） 

② 履歴書（市販の様式） 

(注)必要に応じて追加で添付書類の提出を求めることもあります。また、原則として提出された 

書類は返却されません。 

 

【提出先・問い合わせ】 

蔵王町農業委員会事務局（蔵王町役場１階） 

〒989-0892 宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北１０番地 

TEL 0224-33-3003 FAX 0224-33-225７ 

 

【受付期間】 

令和８年４月２９日（水）から令和８年５月２６日（火）まで 

平日の午前８時３０分より午後５時１５分まで 

※土曜日、日曜日、祝日は受付できません。 

 

【選任方法】 

  提出された推薦書・応募申込書の提出期限後、候補者不足による公募の再延長が不要で

あると判断された場合には、各申込書や添付書類をもとに候補者評価委員会を開催し、農

地利用最適化推進委員としての審査、評価をさせていただきます。 

 その結果を農業委員会に報告し、農業委員会が選任して委嘱します。 

 

【情報の公開】 

  公募期間の中間及び公募終了後に、推薦を受けた者及び応募した者の氏名、職業、年齢、 

認定農業者か否かの別を蔵王町役場ホームページ及び役場前掲示板において公表します。 


